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法廷では第１８準備書面(公安警察の実

態）の要旨が、山本妙弁護士によって読み

上げられました。報告会では、法廷の報告

の後に岡本浩明弁護士が、「知っ得ポイン

ト」として「個人情報類型化論」について

解説しました。 

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～  

弁護団は、前回の期日に、個人情報類型

化論は本件にはなじまないという趣旨の

書面を提出しました（第１７準備書面）。 

裁判所がずっと「個人情報類型化論」に

拘っている様子が見えるからです。 

「個人情報類型化論」とは、情報の収集

・保有・利用の各段階において、各情報を

保護の必要性の高低（思想･信条や健康状

態などは保護の必要性が高い）や、秘匿性

の高低（自ら配布したビラに記載した情報

は秘匿性が低い）などの視点によって類型

化するというものです。 

この個人情報類型化論があてまるのは、

例えば、適法な目的や必要性があり、それ

に基づいて適法に収集・保有・利用されて

いる情報が、過失で漏えいしてしまったと

いう場合です。 

ところが、本件では、そもそも原告の皆

さんについてなぜ情報が収集されたのか

という目的が全く不明です。 

また、議事録に

挙がっている原

告の皆さんの個

人情報を類型化

することは可能

かもしれません

が、原告の皆さん

が警察によって

収集された情報

は議事録にとど

まりません。議事録は氷山の一角に過ぎな

いのです。そのような氷山の一部について

情報を類型化して当・不当を議論すること

には意味がありません。 

原告及び弁護団としては、議事録にとど

まらず、収集された全ての情報を抹消せよ

と求めています。このような本件において

は、個人情報類型化論は、あてはまらない

のです。         (岡本）

１２月２３日、第１１回口頭弁論期日＆報告会 
 

今回の知っ得ポイント 

－個人情報類型化論－ 

次回３月１６日の期日の後、異動による裁判長の交代が予定されています。

４月に新たに赴任する裁判長の訴訟指揮に注目しましょう。 
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2019.１２．２３ 第１１回口頭弁論 
署名を提出しました-新署名をよろしく 

 

国賠請求訴訟と個人情報抹消請求訴訟

が正式に併合されたので、初回の口頭弁

論からの通算で示すことができるように

なりました。今回の 2019年 12月 23日の

期日は、第 11回口頭弁論です。 

この日、従来の署名用紙で集めた署名

の最終分として、1761 筆を裁判所に提出

しました。これまでの合計署名数は 9168

筆となりました。皆さまのご協力に心よ

りお礼申し上げます。 

新たに抹消請求について入れた新署名

用紙を作成

しました。 

新たな署

名となりま

す。すでに

従来の署名

用紙で署名

した方にも

お声をかけ

て、一層多

くの署名を

集めて頂くよう、お願い申し上げます。

≪次回口頭弁論のご案内≫        

日時：2020年３月１６日(月) 13時30分～ 
場所：岐阜地方裁判所 301号法廷 

 

 

≪3/16の行動予定≫ 
13：10～ 裁判所前集会 
13：30～ 口頭弁論 
13：50～ 報告集会 
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第１ はじめに 

「公共の安全と秩序の維持、犯罪の予

防鎮圧」という抽象

的な目的で、原告ら

の情報の収集・保管・

利用を正当化するこ

とは、許されない。以

下、公安警察活動の

実態を示す。 

第２ 緒方宅盗聴事件 

 緒方盗聴事件は、神奈川県警察本部警

備部公安第一課の警察官らが、日本共産

党の情報収集のために、日本共産党中央

委員会幹部会委員・国際部長だった緒方

氏の自宅電話の通話内容を継続的に盗聴

したことに対する国家賠償請求訴訟事件

である。 

第１審判決は、具体的な通信傍受方法

や、実際に盗聴活動を行った神奈川県警

察本部警備部公安第一課の警察官を特定

した上、当該盗聴行為が「共産党国際部長

である原告の通話内容の盗聴」という目

的に向けた組織的行動の一環であり、神

奈川県警察本部警備部公安第一課の職務

として行われたと認定した。 

また、警察庁が、全国の都道府県警察に

対し、日本共産党関係の情報収集に関す

る一般的指示を行い、各都道府県警察の

収集した同党関係の重要な情報について、

警察庁が報告を受け情報の整理・分析に

当たっていた、と認定した。 

第３ 堀越事件 

 堀越事件は、社会保険庁年金審査官で

あった堀越氏が、２００３年１１月施行

の衆議院議員総選挙に際して、政党機関

紙号外ないしは特定の政党を支持する政

治的目的を有する無署名の文書を配布し

た行為が、国家公務員法違反に問われた

刑事事件である。 

第１審判決では、警備公安警察が、長期

間にわたる過剰な捜査体制の下、堀越氏

に対する尾行や録画撮影をしたことが認

定された。具体的には、軽微な事案である

にもかかわらず、堀越氏に対する尾行、張

り込み、聞き込み隠し撮りに大量の人員

機材が投入された。時間としても、１か月

にわたり、朝から、網羅的・継続的な尾行

や張り込みが実施された。 

また、撮影内容の中には、配布行為との

関連性が薄いものもある。 

このようにして撮影されたビデオカセ

ット合計３３本や報告書（尾行等で得ら

れた情報に基づき、堀越氏の行動を整理・

分析し、その立ち寄り先や接触した人物

等の特徴について報告書が作成された）

は、警視庁公安部に保管されていると思

われるが、その後、どのように利用された

か一切不明である。 

第４ 小括 

これらの公安警察の活動は、捜査とは

大きくかけ離れている上、プライバシー

侵害の度合いの極めて高いものであるか

ら、具体的な法的規制の下に、限定して実

施されるべきである。    (山本） 

 

「公安警察の実態」 要旨 
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１１月２日、日本国民救援会滋賀県本

部大会が近江八幡で開かれ、山田秀樹弁

護団長とともにお話させて頂きました。

大会では、冤罪事件の支援など活発な報

告と熱気に、とても刺激を受けました。 

 また１２月７、８日には、名古屋で「

秘密法反対全国ネットワーク」に参加し

、全国から様々な運動が報告され、現実

に進む「戦争する国づくり」を実感しま

した。 

 私は、こういった全国的な集会などに

参加したり、自分も発言する中で、自分

の身に起きた出来事が改めて「戦争する

国づくり」「共謀罪」と強く関係してい

ることを改めて意識しました。 

 なかなか進まない審理、事実さえ認否

しない被告に対し、正直いらだちを感じ

ます。しかし、国家ぐるみで行われてい

る「もの言う」市民への弾圧、「あいち

トリエンナーレ」不自由展示中止とその

後の国の補助金不交付、関西生コン事件

、ドローン規制法改正、沖縄辺野古での

強制事業執行などを見ても、そうは簡単

に私たちへの法的根拠のない情報収集や

提供を認めることはないだろうと思いま

す。 

 また、ぎふ

コラボ友の会

世話人会や北

星和支部、ま

た初めて海津

市で『海津市

民の会』にお招き頂き、地元で裁判のこ

とをお話しする機会がありました。やは

り事件が起こった西濃の地域で話すのは

、力が入ります。 

 私が最近皆さんに伝えていることは、

私はどこへ行こうと、誰と話そうと、自

由ではいられない。監視されているとわ

かった今、そのことを実感していると言

うことです。 

 そういう実感を持つ人はそれほど多く

はないでしょう。しかし誰もが何がきっ

かけで監視の目にさらされるかわからな

い、しかもそれを自分で知ることすらで

きません。 

 だからと言って誰もが「もの言う」こ

とを止めてしまえば、「戦争する国」に

なっていくことは明らかです。 

 憲法を使って、憲法を守る。これしか

今、戦争する国にストップをかける方法

がありません。それぞれが思いつくかぎ

りの方法で、戦争する国に抗うことが求

められているのではないかと感じていま

す。 

原告のつぶやき（船田） 

｢もの言う｣自由を守る会  
会員募集中!  

 年会費：個人１０００円、団体３０００円 

 

《会費・カンパ振込先》  ゆうちょ銀行振替 

  記号番号 ００８００－０－２１６５０４ 

  加入者名 「もの言う」自由を守る会 


